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の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号

）
（
抄
）

（
期
間
内
の
処
分
）

第
十
条

事
業
者
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、

そ
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
自
ら
処
分
し
、
又
は
処
分
を
他
人
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
処
分
の
期
間
）

第
三
条

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
と
す
る
。


